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名
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治
倫
理
の
確
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た
め
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熊
本
県
議

会
議
員
の
資
産
等
の
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開
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す
る
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例
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へ
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職
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治
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条
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熊
本
県
技
能
労
務
職
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の
給
与
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種
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及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
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改
正
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条
例

熊
本
県
議
会
委
員
会
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七
号

第
一
〇
一
八
号

第
一
〇
一
八
号
の
二

第
一
〇
一
九
号

第
一
〇
二
〇
号

第
一
〇
二
一
号

第
一
〇
二
二
号

第
一
〇
二
三
号

第
一
〇
二
四
号

第
一
〇
二
五
号

保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定

　
　

〃

　
　

〃

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認

可道
路
の
供
用
開
始

　
　

〃

道
路
の
区
域
決
定

保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
廃

止不
知
火
・
有
明
・
大
牟
田
地
区
新
産
業

都
市
建
設
協
議
会
の
廃
止

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

合
津
港
臨
港
地
区
の
指
定

合
津
港
臨
港
地
区
内
分
区
の
指
定

土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

第
一
〇
七
八
〇
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
一
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
二
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

一
二
・
一
七

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
一
九

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
二
一

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃
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第
一
〇
二
六
号

第
一
〇
二
七
号

第
一
〇
二
八
号

第
一
〇
二
九
号

第
一
〇
三
〇
号

第
一
〇
三
一
号

第
一
〇
三
二
号

第
一
〇
三
三
号

第
一
〇
三
四
号

第
一
〇
三
五
号

第
一
〇
三
六
号

第
一
〇
三
七
号

第
一
〇
三
八
号

第
一
〇
三
九
号

第
一
〇
四
〇
号

第
一
〇
四
一
号

第
一
〇
四
二
号

第
一
〇
四
三
号

第
一
〇
四
四
号

第
一
〇
四
五
号

第
一
〇
四
六
号

第
一
〇
四
七
号

第
一
〇
四
八
号

第
一
〇
四
九
号

第
一
〇
五
〇
号

第
一
〇
五
一
号

第
一
〇
五
二
号

第
一
〇
五
三
号

第
一
〇
五
四
号

第
一
〇
五
五
号

第
一
〇
五
六
号

第
一
〇
五
七
号

第
一
〇
五
八
号

保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

　
　

〃

熊
本
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更

熊
本
都
市
計
画
道
路
の
変
更

確
認
申
請
書
の
提
出
経
由
の
指
定
の
廃

止道
路
の
区
域
変
更

　
　

〃

　
　

〃

道
路
の
供
用
開
始

　
　

〃

保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

第
一
〇
七
八
二
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
三
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

一
二
・
二
一

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
二
六

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

第
一
〇
五
九
号

第
一
〇
六
〇
号

第
一
〇
六
一
号

第
一
〇
六
二
号

第
一
〇
六
三
号

第
一
〇
六
四
号

第
一
〇
六
五
号

第
一
〇
六
六
号

第
一
〇
六
七
号

第
一
〇
六
八
号

第
一
〇
六
九
号

第
一
〇
七
〇
号

第
一
〇
七
一
号

第
一
〇
七
二
号

第
一
〇
七
三
号

第
一
〇
七
四
号

第
一
〇
七
五
号

第
一
〇
七
六
号

第
一
〇
七
七
号

第
一
〇
七
八
号

第
一
〇
七
九
号

保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

有
害
興
行
の
指
定

平
成
十
三
年
度
熊
本
県
家
畜
商
講
習
会

の
開
催

道
路
の
区
域
変
更

　
　

〃

　
　

〃

道
路
の
供
用
開
始

　
　

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
係
る
変

更
の
届
出

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定

道
路
の
区
域
変
更

保
安
林
の
指
定
の
解
除

産
業
青
年
隊
訓
練
所
平
成
十
四
年
度
隊

員
第
二
募
集
の
実
施

熊
本
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び

管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更

家
畜
伝
染
病
に
係
る
届
出

第
一
〇
七
八
三
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
四
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

一
二
・
二
六

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
二
八

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

公　
　
　

告

番　
　
　
　

号

第　

八
〇
一
号
の
二

第　

八
〇
二
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

熊
本
県
「
財
政
事
情
」
の
公
表

保
安
林
内
で
立
木
を
伐
採
す
る
場
合
の

公

報

番

号

号
外
第
五
八
号

第
一
〇
七
七
四
号

公
報
日
付

一
二
・　

一

一
二
・　

三
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第　

八
〇
三
号

第　

八
〇
四
号

第　

八
〇
五
号

第　

八
〇
六
号

第　

八
〇
七
号

第　

八
〇
八
号

第　

八
〇
九
号

第　

八
一
〇
号

第　

八
一
一
号

第　

八
一
二
号

第　

八
一
三
号

第　

八
一
四
号

第　

八
一
五
号

第　

八
一
六
号

第　

八
一
七
号

第　

八
一
八
号

第　

八
一
九
号

第　

八
二
〇
号

第　

八
二
一
号

第　

八
二
二
号

第　

八
二
三
号

第　

八
二
四
号

第　

八
二
五
号

第　

八
二
六
号

第　

八
二
七
号

限
度
面
積

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

飼
料
の
検
査
結
果

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更

道
路
位
置
の
指
定

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

公
共
測
量
の
実
施

熊
本
県
病
院
事
業
業
務
状
況
の
公
表

ふ
る
さ
と
熊
本
の
樹
木
の
登
録
解
除

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
装
置

の
一
般
競
争
入
札
の
実
施

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更

県
議
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
に
係
る

機
器
の
借
入
れ
に
関
す
る
一
般
競
争
入

札
の
実
施

平
成
十
三
年
度
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
係
る
都
道
府
県
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
整
備
並
び
に
監
視
及
び
保

守
業
務
委
託
落
札
者
決
定

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

熊
本
県
公
営
企
業
の
業
務
状
況
の
公
表

換
地
処
分

第
一
〇
七
七
四
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
七
五
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
七
六
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
七
七
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
七
八
号

第
一
〇
七
七
九
号

一
二
・　

三

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・　

五

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・　

七

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
一
〇

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
一
二

一
二
・
一
四

第　

八
二
八
号

第　

八
二
九
号

第　

八
三
〇
号

第　

八
三
一
号

第　

八
三
二
号

第　

八
三
三
号

第　

八
三
四
号

第　

八
三
五
号

第　

八
三
六
号

第　

八
三
七
号

第　

八
三
八
号

第　

八
三
九
号

第　

八
四
〇
号

第　

八
四
一
号

第　

八
四
二
号

第　

八
四
三
号

第　

八
四
四
号

第　

八
四
五
号

第　

八
四
六
号

第　

八
四
七
号

第　

八
四
八
号

第　

八
四
九
号

都
市
再
開
発
法
に
よ
る
定
款
及
び
事
業

計
画
変
更
認
可

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及

び
住
所

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

定
款
変
更
認
可

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
の
受
付
（
県

内
建
設
業
者
）

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
の
受
付
（
県

外
建
設
業
者
等
）

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
の
受
付
（
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
等
）

県
有
財
産
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

の
実
施

建
築
許
可
に
係
る
公
開
に
よ
る
意
見
の

聴
取

熊
本
県
基
本
健
康
診
査
等
の
集
計
・
分

析
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
に
係
る
一
般
競

争
入
札
の
実
施

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

　
　

〃

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
関
す
る
公
開
の

聴
聞

　
　

〃

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出
　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出
に
対
す
る
市
町
村
意
見

換
地
処
分

換
地
計
画
の
決
定

第
一
〇
七
七
九
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃　
　

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
〇
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
一
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
二
号

　
　
　

〃

一
二
・
一
四

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
一
七

　
　

〃

一
二
・
一
九

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
二
一

　
　

〃
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○　

登　

載　

依　

頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

教

育

委

員

会

第　

八
五
〇
号

第　

八
五
一
号

第　

八
五
二
号

第　

八
五
三
号

第　

八
五
四
号

第　

八
五
五
号

第　

八
五
六
号

第　

八
五
七
号

第　

八
五
八
号

第　

八
五
九
号

第　

八
六
〇
号

第　

八
六
一
号

第　

八
六
二
号

第　

八
六
三
号

第　

八
六
四
号

第　

八
六
五
号

第　

八
六
六
号

第　

八
六
七
号

第　

八
六
八
号

第　

八
六
九
号

第　

八
七
〇
号

第　

八
七
一
号

第　

八
七
二
号

第　

八
七
三
号

第　

八
七
四
号

第　

八
七
五
号

第　

八
七
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出
に
対
す
る
市
町
村
意
見

　
　

〃

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出道
路
位
置
の
指
定

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

　
　

〃

平
成
十
三
年
度
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
の
実

施大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出
に
対
す
る
市
町
村
意
見

熊
本
県
漁
業
調
整
規
則
に
基
づ
く
聴
聞

の
実
施

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

土
地
改
良
区
役
員
の
氏
名
変
更

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

第
一
〇
七
八
二
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
三
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

一
二
・
二
一

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
二
六

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

第　

八
七
七
号

第　

八
七
八
号

第　

八
七
九
号

第　

八
八
〇
号

第　

八
八
一
号

第　

八
八
二
号

第　

八
八
三
号

第　

八
八
四
号

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

平
成
十
四
年
熊
本
県
歯
科
技
工
士
試
験

の
実
施

平
成
十
三
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者

試
験
の
合
格
者
の
決
定

平
成
十
三
年
度
林
業
改
良
指
導
員
資
格

試
験
の
合
格
者
決
定

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
届
出
に
対

す
る
市
町
村
意
見

　
　

〃

第
一
〇
七
八
三
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
四
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

一
二
・
二
六

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
二
八

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

番　
　
　
　

号

第　
　

四
八
号

第　
　

四
九
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

熊
本
県
民
総
合
運
動
公
園
及
び
熊
本
県

営
八
代
運
動
公
園
使
用
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

熊
本
県
立
総
合
体
育
館
使
用
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

公

報

番

号

第
一
〇
七
八
一
号

　
　
　

〃

公
報
日
付

一
二
・
一
九

　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

選
挙
管
理
委
員
会

番　
　
　
　

号

第　
　

八
七
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
申
立
て
に

対
す
る
裁
決

公

報

番

号

第
一
〇
七
八
一
号

公
報
日
付

一
二
・
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

人

事

委

員

会

番　
　
　
　

号

第　
　

五
五
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

熊
本
県
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公

報

番

号

第
一
〇
七
八
三
号

公
報
日
付

一
二
・
二
六
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○　

収

用

委

員

会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

審　

議　

会　

等

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

監　

査　

委　

員

番　
　
　
　

号

第　
　

二
四
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

平
成
十
三
年
度
第
三
次
定
期
監
査
結
果

公

報

番

号

第
一
〇
七
七
九
号

公
報
日
付

一
二
・
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

公

安

委

員

会

番　
　
　
　

号

第　
　

一
五
号

第　
　

一
六
号

第　
　

一
七
号

第　
　

一
八
号

第　
　

一
九
号

第　
　

二
〇
号

第　
　

二
一
号

第　
　

二
二
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
の
所
在
地
の

変
更

熊
本
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

熊
本
県
道
路
交
通
規
則
第
二
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
交
通
法

第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
申
請
又
は
届

出
、
場
所
、
期
日
及
び
受
付
時
間

熊
本
県
道
路
交
通
規
則
第
四
十
一
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
交
通
法

第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
等
に
規

定
す
る
講
習
を
行
う
場
所
、
期
日
及
び

受
付
時
間

平
成
六
年
九
月
十
九
日
公
安
委
員
会
告

示
第
十
一
号
の
一
部
改
正

熊
本
県
道
路
交
通
規
則
第
二
十
八
条
の

規
定
に
基
づ
く
運
転
免
許
試
験
等
を
行

う
場
所
、
期
日
及
び
受
付
時
間

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
初
心
運
転
者
講
習
を
行

わ
せ
る
指
定
講
習
機
関

熊
本
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

公

報

番

号

第
一
〇
七
八
四
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
四
号

公
報
日
付

一
二
・
二
八

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
二
八

番　
　
　
　

号

第　
　

一
八
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

土
地
収
用
法
に
基
づ
く
裁
決
手
続
開
始

決
定

公

報

番

号

第
一
〇
七
七
六
号

公
報
日
付

一
二
・　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

議

会

事

務

局

番　
　
　
　

号

第　
　
　

八
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県
議

会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条

例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公

報

番

号

号
外
第
六
一
号

公
報
日
付

一
二
・
二
〇

番　
　
　
　

号

第　

二
二
九
号

第　

二
三
〇
号

第　

二
三
一
号

第　

二
三
二
号

第　

二
三
三
号

第　

二
三
四
号

第　

二
三
五
号

第　

二
三
六
号

第　

二
三
七
号

第　

二
三
八
号

第　

二
三
九
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

森
林
審
議
会
の
会
議
の
開
催

地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
の
会
議
の

開
催

海
面
利
用
協
議
会
の
会
議
の
開
催

社
会
教
育
委
員
会
議
の
開
催

上
益
城
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推

進
協
議
会
の
会
議
の
開
催

薬
事
審
議
会
の
開
催

人
吉
球
磨
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

推
進
協
議
会
の
会
議
の
開
催

八
代
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急

医
療
専
門
部
会
の
会
議
の
開
催

八
代
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進

協
議
会
の
会
議
の
開
催

宇
城
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進

協
議
会
の
会
議
の
開
催

菊
池
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進

公

報

番

号

第
一
〇
七
七
四
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
七
八
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
七
九
号

第
一
〇
七
八
〇
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
八
一
号

　
　
　

〃

公
報
日
付

一
二
・　

三

　
　

〃

一
二
・
一
二

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
二
・
一
四

一
二
・
一
七

　
　

〃

一
二
・
一
九

　
　

〃
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発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
〇｜

一
八

平
成
十
四
年　
一　
月　
十
五　
日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
　
　

巧　
　
　

社

平
成
十
四
年　
一　
月　
十
五　
日
発
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
㈹
〇
九
六｜

二
八
六｜

二
二
二
一
番

古紙配合率70％

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

正　
　
　

誤

番　
　
　
　

号

第　
　

二
六
号

第　
　

二
七
号

第　
　

二
八
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

平
成
十
三
年
十
一
月
十
六
日
熊
本
県
教

育
委
員
会
告
示
第
七
号
（「
平
成
十
四

年
度
熊
本
県
立
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び

養
護
学
校
高
等
部
等
入
学
者
選
抜
要

項
」
及
び
「
平
成
十
四
年
度
熊
本
県
立

ひ
の
く
に
高
等
養
護
学
校
入
学
者
選
抜

要
項
）
」
中

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
熊
本
県

公
告
第
七
百
八
十
九
号
（
住
民
基
本
台

帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
用
業
務
サ

ブ
シ
ス
テ
ム
及
び
関
連
機
器
の
借
入
れ

に
係
る
落
札
者
の
決
定
）
中

平
成
十
三
年
十
二
月
三
日
熊
本
県
告
示

第
九
百
九
号
（
保
安
林
の
指
定
に
関
す

る
予
定
）
中

公

報

番

号

第
一
〇
七
七
四
号

第
一
〇
七
七
七
号

第
一
〇
七
七
九
号

公
報
日
付

一
二
・　

三

一
二
・
一
〇

一
二
・
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

そ　

の　

他

番　
　
　
　

号

第　
　

一
〇
号

第　
　

一
一
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

平
成
十
三
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者

資
格
試
験
の
合
格
者

道
路
の
改
築

公

報

番

号

第
一
〇
七
七
五
号

第
一
〇
七
八
二
号

公
報
日
付

一
二
・　

五

一
二
・
二
一

第　

二
四
〇
号

第　

二
四
一
号

第　

二
四
二
号

協
議
会
の
会
議
の
開
催

荒
玉
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進

協
議
会
の
会
議
の
開
催

阿
蘇
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進

協
議
会
の
会
議
の
開
催

情
報
公
開
審
査
会
の
会
議
の
開
催

第
一
〇
七
八
四
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

一
二
・
二
八

　
　

〃

　
　

〃


